
古紙リサイクルの仕組み

回収古紙

古紙問屋
国内製紙メーカー

海外輸出
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回収された古紙は原則、有価
物として売却されながらリサイクルさ
れている。

日本では古紙回収の取り組みが盛んで、国内製紙
メーカーが必要とする量を超えて古紙が回収され、国
内で消費できない古紙は一部海外輸出されている。

内訳

全輸出量の7割が中国
へ輸出されていた。
平成29年に中国が令和

2年12月で古紙輸入を停
止する宣言を出し、古紙の
供給過多を招いた。

中国の輸入規制による国内古紙市況の下落
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新聞 雑誌 段ボール（円/kg） 全品目で令和元年10月以降、
回収コスト8円/kgを下回り、
回収業者の事業撤退が進んでいる。

秋葉区全域、南区月潟・新飯田地域における古紙回収について 資料４

市況下落の影響

古紙の分別収集は本市の責務であることから、
秋葉区全域、南区月潟・新飯田地域において、

行政収集を復活させる必要がある。

秋葉区全域、南区月潟・新飯田地域で実施する古紙の集団資源回収モデル事業
の回収業者から、事業継続が不可能であると、伝達された。

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度以降

モデル事業継続 行政収集・集団資源回収 復活

奨励金6円/kg
支援金3円/kg

激変緩和
3円/kg

激変緩和
1.5円/kg

新たな金銭
支援制度
（全市）

＜スケジュール＞

【集団資源回収モデル事業とは】
コミ協が実施主体となり行政収集の代わりに集団資源回収を実施するもの。

主体:コミ協

回収業者

ごみ集積場

古紙問屋

回収古紙は
回収業者が
問屋に売却

（R3.4月現在:
6円/kg）

新潟市からコミ
協に6円/kg
の奨励金

【行政収集との違い】
行政収集の場合は、主

体が「新潟市」で、回収業
者と「委託契約」を結び、古
紙を回収する。
したがって、回収業者の収

入は古紙市況に影響され
ない「委託料」となる。

行政収集と同じくごみ集積場回収


